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(57)【要約】
【課題】機器ケースを小型化することができる音響機器
及び電子楽器を提供する。
【解決手段】スピーカパネル１４０のパネル側密閉枠状
部４２内に設けられる取付け穴４４と、スピーカグリル
１５０の突起部５６との間に弾性部材５８が介在した状
態で突起部５６をねじれ変形させることにより、スピー
カグリル１５０をスピーカパネル１４０に係止して取付
け固定するとともに、取付け穴４４内部で弾性部材５８
が変形し、突起部５６の表面及び取付け穴４４の内面に
密着して貫通孔である取付け穴４４が塞がれる。また、
スピーカグリル１５０をスピーカパネル１４０に取り付
ける際の取付け穴４４は、音響空間１０に貫通する位置
に配置される。
【選択図】図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部に設けられた音響空間内に繋がる貫通孔を有する本体ケースと、
　突起部を有し、前記突起部が前記貫通孔に挿入されて前記本体ケースに取り付けられて
いるカバー部材と、
　前記突起部と前記貫通孔との隙間を埋めている弾性部材と、
　を備え、
　前記音響空間内で前記突起部及び前記弾性部材がねじれていることにより、前記本体ケ
ースに前記カバー部材が係止されていることを特徴とする音響機器。
【請求項２】
　前記本体ケースは、前記貫通孔の周囲に前記突起部が挿入されている方向に突出する肉
厚部を有し、
　前記突起部及び前記弾性部材は、前記肉厚部内でねじれていることを特徴とする請求項
１に記載の音響機器。
【請求項３】
　前記カバー部材は、外周に前記突起部を複数有し、
　前記本体ケースは、外側に前記外周の形状に応じた溝を有し、
　前記貫通孔は、前記溝の内部に複数設けられていることを特徴とする請求項１又は２に
記載の音響機器。
【請求項４】
　前記突起部は、前記ねじれている状態からねじれていない状態にねじり戻すことができ
ることを特徴とする請求項１乃至３のいずれかに記載の音響機器。
【請求項５】
　前記本体ケースは、内部に前記本体ケースの筐体強度を保持するための支持部材を有し
、
　前記貫通孔は、前記支持部材に近接して配置されていることを特徴とする請求項１乃至
４のいずれかに記載の音響機器。
【請求項６】
　前記本体ケースの内部に発音部、を有し、
　前記音響空間は、前記発音部から放出された音波が反響する空間であることを特徴とす
る請求項１乃至５のいずれかに記載の音響機器。
【請求項７】
　前記本体ケースは、内側の角部が第１形状を有する第１筺体と、内側の角部に前記第１
形状に応じた形状のコーナーリブ部材を有する第２筺体と、を備え、
　前記第１筺体の内側の角部により前記第２筺体の前記コーナーリブ部材の外側を密着さ
せることにより、前記コーナーリブ部材の内側に前記音響空間が設けられていることを特
徴とする請求項１乃至６のいずれかに記載の音響機器。
【請求項８】
　前記本体ケースは、前記音響空間の境界に沿って前記第１筐体及び前記第２筐体に密着
するように連続的に設けられた第２の弾性部材を有していることを特徴とする請求項７に
記載の音響機器。
【請求項９】
　音高を指定するための操作子と、
　前記操作子の操作に応じて発音部が発音した音が響く音響空間内に繋がる貫通孔を有す
る本体ケースと、
　突起部を有し、前記突起部が前記貫通孔に挿入されて前記本体ケースに取り付けられて
いるカバー部材と、
　前記突起部と前記貫通孔との隙間を埋めている弾性部材と、
　を備え、
　前記音響空間内で前記突起部及び前記弾性部材がねじれていることにより、前記本体ケ
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ースに前記カバー部材が係止されていることを特徴とする電子楽器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、音響機器及び電子楽器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、バスレフ構造や密閉構造を採用する電子楽器やスピーカ等の音響機器においては
、特許文献１等に記載されているように、上ケースと下ケースとを備え、上ケース内に取
り付けられたスピーカの側部を取り囲む枠状の上仕切板が設けられ、上仕切板に対向する
下ケース内にスピーカの側部を取り囲む枠状の下仕切板が設けられ、これら上仕切板と下
仕切板とによって密閉された音響空間であるスピーカ収容部を形成するように構成された
ものが知られている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開平０５－２４１５７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１に記載されたような密閉型の音響空間（スピーカ収容部）を備えた構造を有
する音響機器において、上ケースの外側にスピーカの発音面（振動板）を保護するスピー
カグリル（音孔ネット体）を設置する場合、スピーカグリルの取付け穴を音響空間内に貫
通するように設けると、取付け穴から音や空気の漏れが発生して音響空間の密閉状態が確
保できなくなるため、楽音の発音時に低音が出なくなりバスレフ構造の本来の特性が損な
われることになる問題があった。
【０００５】
　このように、従来、音響空間内に貫通する位置にスピーカグリルの取付け穴を配置する
ことができず、音響空間の外側に取付け穴を配置しなければならないため、電子楽器や音
響機器のケースを小型化する際の妨げになるという問題を有していた。
【０００６】
　そこで、本発明は、上述したような課題に鑑みて、機器ケースを小型化することができ
る音響機器及び電子楽器を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明に係る音響機器は、
　内部に設けられた音響空間内に繋がる貫通孔を有する本体ケースと、
　突起部を有し、前記突起部が前記貫通孔に挿入されて前記本体ケースに取り付けられて
いるカバー部材と、
　前記突起部と前記貫通孔との隙間を埋めている弾性部材と、
　を備え、
　前記音響空間内で前記突起部及び前記弾性部材がねじれていることにより、前記本体ケ
ースに前記カバー部材が係止されていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、機器ケースを小型化することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明に係る音響機器及び電子楽器の一実施形態である電子鍵盤楽器を示す外観
図である。
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【図２】一実施形態に係る電子鍵盤楽器に適用される基体ケースの一例を示す概略図であ
る。
【図３】一実施形態に係る電子鍵盤楽器に適用されるスピーカパネルの一例を示す概略図
である。
【図４】一実施形態に係る電子鍵盤楽器に適用されるスピーカグリルの一例を示す概略図
である。
【図５】一実施形態に係る電子鍵盤楽器に適用されるスピーカグリルの突起部を示す詳細
図である。
【図６】一実施形態に係る電子鍵盤楽器に適用される弾性部材の形状例を示す概略図であ
る。
【図７】一実施形態に係る電子鍵盤楽器の組付け方法の一例を示す概略図（その１）であ
る。
【図８】一実施形態に係る電子鍵盤楽器の組付け方法の一例を示す概略図（その２）であ
る。
【図９】一実施形態に係る電子鍵盤楽器の組付け方法の一例を示す概略図（その３）であ
る。
【図１０】一実施形態に係る電子鍵盤楽器の組付け方法の一例を示す概略図（その４）で
ある。
【図１１】一実施形態に係る電子鍵盤楽器の基体ケースに適用されるパッキンの一例を示
す概略図である。
【図１２】一実施形態に係る電子鍵盤楽器において画定される音響空間を示す概略図であ
る。
【図１３】一実施形態に係る電子鍵盤楽器のスピーカパネルのケース構造の一例を示す概
略図である。
【図１４】一実施形態に係る電子鍵盤楽器の組付け状態における密閉構造の例を示す概略
図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明に係る音響機器及び電子楽器を実施するための形態について、図面を参照
しながら詳しく説明する。本実施形態においては、本発明に係る音響機器及び電子楽器の
一例として、電子鍵盤楽器（電子キーボード）を示して説明する。
【００１１】
　＜電子鍵盤楽器＞
　図１は、本発明に係る音響機器及び電子楽器の一実施形態である電子鍵盤楽器を示す外
観図である。図２は、本実施形態に係る電子鍵盤楽器に適用される基体ケースの一例を示
す概略図であり、図３は、本実施形態に係る電子鍵盤楽器に適用されるスピーカパネルの
一例を示す概略図であり、図４は、本実施形態に係る電子鍵盤楽器に適用されるスピーカ
グリルの一例を示す概略図である。また、図５は、本実施形態に係る電子鍵盤楽器に適用
されるスピーカグリルの突起部を示す詳細図であり、図６は、本実施形態に係る電子鍵盤
楽器に適用される弾性部材の形状例を示す概略図である。
【００１２】
　図１に示すように、本実施形態に係る電子鍵盤楽器１００は、大別して、鍵盤ユニット
１１０が組み込まれた基体ケース１２０と、スピーカ１３０が組み込まれ、スピーカグリ
ル１５０に覆われたスピーカパネル１４０と、表示部１７０や操作スイッチ類１８０が設
けられたセンタパネル１６０と、からなる楽器ケースを有している。
【００１３】
　基体ケース１２０は、図２に示すように、図面左右方向に長い箱状を有し、図面上側が
開放された構造を有している。この基体ケース１２０内の図面下側の側面（以下、「前側
部」と記す）に沿った領域には、図１に示したように、音高を指定する白鍵及び黒鍵が図
面左右方向に配列された周知の鍵盤ユニット１１０が搭載される鍵盤搭載部２２が設けら
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れている。
【００１４】
　また、基体ケース１２０内の図面上側の側面（以下、「後側部」と記す）の左右両端部
には、図２に示すように、後述する音響空間１０を画定する基体側密閉枠状部２４がそれ
ぞれ設けられている。また、基体ケース１２０内の後側部における左右の基体側密閉枠状
部２４間の領域には、電池収納部２６が設けられている。
【００１５】
　ここで、基体側密閉枠状部２４は、それぞれ図２に示すように、基体ケース１２０の後
側部及び左右両端部の外縁部に沿って連続して延在する外周側枠部２４ａと、基体ケース
１２０内の鍵盤搭載部２２の境界部及び電池収納部２６の境界部に沿って連続して延在す
る内部側枠部２４ｂとを有している。これらの外周側枠部２４ａ及び内部側枠部２４ｂに
より基体ケース１２０内における音響空間１０の全周が取り囲まれている。
【００１６】
　また、基体側密閉枠状部２４の外周側枠部２４ａ及び内部側枠部２４ｂの上端部（基体
ケース１２０の開放端側）には、パッキン（図示を省略；詳しくは後述する）が全周に亘
って設けられ、当該基体側密閉枠状部２４にパッキンを介して左右のスピーカパネル１４
０が密着するように組み付けられる。ここで、基体ケース１２０内の左右の基体側密閉枠
状部２４の近傍には、スピーカパネル１４０を組付け固定するためのネジ挿入用穴を備え
たパネル取付けボス２８が複数設けられている。
【００１７】
　スピーカパネル１４０は、図３（ａ）、（ｃ）に示すように、内部にスピーカ１３０、
ツイータ３２及びバスレフポート３４が設けられ、基体ケース１２０の後側部の左右両端
部に配置されている。また、スピーカパネル１４０は、基体ケース１２０の基体側密閉枠
状部２４及び鍵盤ユニット１１０の両側部に対応した形状を有して基体ケース１２０上に
取り付けられている。また、スピーカパネル１４０の内部には、図３（ｃ）に示すように
、音響空間１０を画定するパネル側密閉枠状部４２が基体ケース１２０の基体側密閉枠状
部２４に対応する形状を有して設けられている。
【００１８】
　ここで、パネル側密閉枠状部４２は、図３（ｃ）に示すように、スピーカパネル１４０
の図面上側の側面（後側部）及び右側（又は、左側）の外縁部に沿って連続して延在する
外周側枠部４２ａと、スピーカパネル１４０内の鍵盤搭載部２２の境界部及び電池収納部
２６の境界部とに沿って連続して延在する内部側枠部４２ｂとを有している。これらの外
周側枠部４２ａ及び内部側枠部４２ｂによりスピーカパネル１４０内における音響空間１
０の全周が取り囲まれている。
【００１９】
　また、パネル側密閉枠状部４２の外周側枠部４２ａ及び内部側枠部４２ｂは、基体ケー
ス１２０の基体側密閉枠状部２４の上端部の形状に対応するように設けられ、パッキン（
図示を省略）を介してスピーカパネル１４０が密着するように組み付けられる。ここで、
左右のスピーカパネル１４０内のパネル側密閉枠状部４２の近傍には、基体ケース１２０
に設けられた複数のパネル取付けボス２８の位置に対応するように、ネジ穴を備えたパネ
ル取付けボス３８が複数設けられている。また、各パネル取付けボス３８の近傍には、ス
ピーカパネル１４０の筐体強度を保持するための補強リブ４０が、例えばパネル側密閉枠
状部４２の外周側枠部４２ａや内部側枠部４２ｂと一体的に設けられている。
【００２０】
　これにより、基体ケース１２０の基体側密閉枠状部２４とスピーカパネル１４０のパネ
ル側密閉枠状部４２とが上下に対応するとともに、基体側密閉枠状部２４とパネル側密閉
枠状部４２とがパッキンを介して密着して囲まれることにより、基体ケース１２０とスピ
ーカパネル１４０とを有する楽器ケース内に密閉された音響空間１０が設けられる（図１
２太線内参照）。ここで、基体ケース１２０にスピーカパネル１４０が組み付けられた状
態においては、基体ケース１２０内に設けられた複数のパネル取付けボス２８と、スピー
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カパネル１４０内に設けられた複数のパネル取付けボス３８とがそれぞれ１対１の関係で
対応し、それぞれのパネル取付けボス２８、３８の組をネジ固定することにより、基体ケ
ース１２０にスピーカパネル１４０が組付け固定される。
【００２１】
　なお、本実施形態において、スピーカパネル１４０は、製品のデザインや内部に設けら
れる部材のレイアウト、製造技術上の制約等に起因して、その外形形状が基体ケース１２
０よりも若干大きく設計されている。すなわち、基体ケース１２０の平面的な広がりの境
界となる外縁部に対して、スピーカパネル１４０が外方に庇状に張り出した構成を有して
いる。なお、このような構成を有する楽器ケースに適用可能な音響空間の密閉構造につい
ては後述する。
【００２２】
　スピーカグリル１５０は、図１に示すように、スピーカパネル１４０の上面側に設けら
れ、スピーカパネル１４０から露出するスピーカ１３０及びツイータ３２の発音面を保護
する。スピーカグリル１５０は、図４に示すように、例えばメッシュ状の音孔（図示を省
略）が設けられた主面を有するグリル本体５２と、グリル本体５２の外周において主面に
対して例えば垂直方向に折り曲げられた枠状の外周部５４と、外周部５４の端部となる辺
（端辺部）５４ａから主面に対して垂直方向に突出して設けられた複数の突起部５６とを
有している。スピーカグリル１５０は、スピーカパネル１４０に設けられた取付け穴４４
、４６に対して突起部５６を挿入して、突起部５６の先端側を変形させることにより、ス
ピーカパネル１４０に係止されて取付け固定されている。
【００２３】
　スピーカグリル１５０のスピーカパネル１４０への取付け構造は、具体的には、スピー
カパネル１４０の上面側に図３（ａ）、（ｂ）、図９（ｂ）等に示すように、スピーカグ
リル１５０の外周部５４のうち、少なくとも複数の突起部５６が設けられた外周部５４の
端辺部５４ａが嵌合する線状溝３６と、線状溝３６内であって、スピーカグリル１５０の
外周部５４から突出する突起部５６の位置に対応して設けられた複数の取付け穴４４、４
６と、を有している。
【００２４】
　ここで、本実施形態においては、スピーカパネル１４０の上面側に線状溝３６を設ける
ことにより、スピーカパネル１４０の部材の肉厚が部分的に薄くなるため、図３（ｂ）、
（ｃ）、図７（ｂ）等に示すように、スピーカパネル１４０の内部に、線状溝３６が設け
られた領域及びその深さに応じて突出した凸状領域３７を設けて肉厚を大きくし部材の強
度を確保している。なお、スピーカパネル１４０の内部に設けられる部材のレイアウト等
の制約により、凸状領域３７を設けることができない場合には、少なくとも取付け穴４４
、４６の周囲に後述する穴リブ４８を設けることが好ましい。
【００２５】
　線状溝３６内に設けられる取付け穴４４、４６はいずれも、スピーカパネル１４０を貫
通して上面（外面）側から内部に繋がる貫通孔であって、複数の取付け穴４４、４６のう
ちの少なくとも一部の取付け穴４４は、音響空間１０を画定するパネル側密閉枠状部４２
内に設けられている。また、図３（ｃ）及び図５（ａ）、（ｂ）に示すように、取付け穴
４４、４６の周囲には、突起部５６の挿入方向（図５（ａ）の下方向、又は、図５（ｂ）
の上方向）に突出する肉厚部からなる穴リブ４８が設けられている。或いは、図３（ｂ）
又は図７（ｂ）に示すように、取付け穴４４、４６の周囲が肉厚の部材になるように設計
されている。さらに、図７（ｂ）に示すように、取付け穴４４、４６は、基体ケース１２
０にスピーカパネル１４０を組付け固定する際に使用するパネル取付けボス３８の近傍に
設けられる補強リブ４０に近接する位置に配置されている。
【００２６】
　なお、本実施形態に適用されるスピーカパネル１４０においては、例えば図５（ａ）、
図９（ａ）、図１２等に示すように、上面側に上述した線状溝３６に加え、スピーカグリ
ル１５０を取り付けた状態で、スピーカグリル１５０（グリル本体５２）の主面が周囲の
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スピーカパネル１４０の外面と一致する（面一になる）ように、スピーカグリル１５０全
体が完全に収納されるグリル収納部を有している。この場合、上述した線状溝３６は、グ
リル収納部の底面の四隅及び四辺に沿って設けられ、その線状溝３６の内部に、スピーカ
グリル１５０の突起部５６に対応する複数の取付け穴４４、４６が設けられる。
【００２７】
　そして、図５（ａ）に示すように、スピーカグリル１５０の外周部５４をスピーカパネ
ル１４０の線状溝３６の内面に沿わせて、スピーカグリル１５０をグリル収納部の内部に
落とし込むことにより、スピーカグリル１５０の外周部５４の端辺部５４ａが線状溝３６
内に嵌合するとともに、スピーカグリル１５０の突起部５６がスピーカパネル１４０の取
付け穴４４、４６に挿入された状態になる。このとき、スピーカパネル１４０の線状溝３
６により、スピーカパネル１４０に対するスピーカグリル１５０の取付け位置（収納位置
）が自動的に決まり、突起部５６が取付け穴４４、４６に確実に挿入されるため、取付け
作業を効率化することができる。
【００２８】
　ここで、スピーカパネル１４０に設けられる取付け穴４４、４６の内寸と突起部５６の
外寸との関係は、スピーカパネル１４０にスピーカグリル１５０を取り付ける際に、突起
部５６が取付け穴４４、４６に容易に挿入されるように、取付け穴４４、４６の内寸に対
して突起部５６の外寸が小さく設計されている。そのため、スピーカパネル１４０にスピ
ーカグリル１５０を取り付けた状態では、取付け穴４４、４６と突起部５６との間に隙間
が生じている。
【００２９】
　本実施形態においては、図５（ａ）、（ｂ）に示すように、少なくとも音響空間１０を
画定するパネル側密閉枠状部４２内に設けられる取付け穴４４に挿入された突起部５６に
対して弾性部材５８を装着することにより、取付け穴４４と突起部５６との間に弾性部材
５８を介在させる。そして、図５（ｃ）に示すように、穴リブ４８を有する取付け穴４４
からスピーカパネル１４０の内部に露出した突起部５６の先端側を、ねじって変形（以下
、「ねじれ変形」と記す）させることにより、スピーカグリル１５０がスピーカパネル１
４０に係止されて取付け固定される。
【００３０】
　このとき、取付け穴４４と突起部５６との間に弾性部材５８が介在した状態で突起部５
６をねじれ変形させることにより、取付け穴４４内部で弾性部材５８が変形し、突起部５
６の表面及び取付け穴４４の内面に密着して貫通孔である取付け穴４４が塞がれる。すな
わち、弾性部材５８を装着した突起部５６をねじれ変形させることにより、スピーカグリ
ル１５０の取付け固定と、取付け穴４４の密閉とを同時に行うことができる。
【００３１】
　一方、パネル側密閉枠状部４２外に設けられる取付け穴４６については、音響空間１０
の密閉性に影響を与えるものではないので、弾性部材を装着することなく取付け穴４４か
ら露出した先端側をねじれ変形させることにより、スピーカグリル１５０がスピーカパネ
ル１４０に係止されて取付け固定される。
【００３２】
　ここで、本実施形態においては、スピーカパネル１４０の上面側に線状溝３６を設ける
とともに、線状溝３６を設けた部材の肉厚を確保するためにスピーカパネル１４０の内部
に凸状領域３７を設けることにより、スピーカパネル１４０の内部においてスピーカグリ
ル１５０の突起部５６が突出する取付け穴４４、４６周辺が、他の部材に比較して突出し
ているので、突起部５６のねじり作業をし易く、作業効率を向上することができる。
【００３３】
　また、スピーカパネル１４０の上面側の線状溝３６内に設けられる取付け穴４４、４６
から露出したスピーカグリル１５０の突起部５６をねじれ変形させてスピーカグリル１５
０がスピーカパネル１４０に取付け固定しているので、ねじれ変形される突起部５６や作
業時に生じる可能性がある内部のキズが外観からは隠れて見えず、デザイン的な美観を保
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持することができる。
【００３４】
　なお、本実施形態に適用される弾性部材５８については、シリコン等の樹脂材料を良好
に適用することができる。また、弾性部材５８の形状についても、図６（ａ）に示したよ
うに、突起部５６の先端部を含め全体を覆うものであってもよいし、図６（ｂ）に示すよ
うに、図５（ａ）に示した形状に加え、突起部５６の基部付近でフランジ状や鍔状に張り
出した形状を有するものであってもよい。また、弾性部材５８は、図６（ｃ）に示すよう
に、突起部５６の先端側を露出させ、穴リブ４８を有する取付け穴４４の内部のみに介在
する形状を有するものであってもよい。
【００３５】
　また、スピーカグリル１５０の材質や構造については、少なくともスピーカ１３０やツ
イータ３２の発音面等を保護するのに十分な強度を有していることが必要であり、例えば
アルミニウム等の金属材料が適用される。加えて、本実施形態においては、スピーカパネ
ル１４０への取付け固定の際にスピーカグリル１５０の突起部５６に施したねじれ変形を
可逆的に元の状態、又は、突起部５６をスピーカパネル１４０の取付け穴４４、４６から
抜き取ることができる程度の状態にねじり戻すことができる材質であることが好ましい。
これにより、一度スピーカパネル１４０に取付け固定されたスピーカグリル１５０を取り
外しすることができ、故障時の修理や部品交換等のメンテナンス、及び、製品廃棄時の分
別リサイクルを良好に行うことができる。特に、スピーカグリルを楽器ケースやスピーカ
ケースに溶接等により不可逆的に取り付ける形態の機器ケースに比較して、本発明は、優
位な効果を有している。
【００３６】
　このように、本実施形態においては、音響空間１０を画定するパネル側密閉枠状部４２
内に設けられる取付け穴４４と突起部５６との間に弾性部材５８が介在した状態で突起部
５６をねじれ変形させることにより、取付け穴４４内部で弾性部材５８が変形し、突起部
５６の表面及び取付け穴４４の内面に密着して貫通孔である取付け穴４４が塞がれる。こ
れにより、スピーカグリル１５０をスピーカパネル１４０に係止して良好に取付け固定す
ることができるとともに、音響空間からの音や空気の漏れや、スピーカパネル１４０とス
ピーカグリル１５０との間の振動音（ビビリ音）の発生を防止することができる。また、
スピーカグリル１５０をスピーカパネル１４０に取り付ける際の取付け穴４４を音響空間
に貫通する位置に配置することができるので、スピーカグリル１５０の取付け構造の設計
自由度を向上させて、取付け領域を縮小することができ、電子鍵盤楽器の楽器ケースの小
型化に寄与することができる。
【００３７】
　また、本実施形態においては、取付け穴４４、４６の周囲に肉厚部からなる穴リブ４８
や肉厚の部材を設け、さらに、取付け穴４４、４６がスピーカパネル１４０の筐体強度を
保持するための補強リブ４０に近接して配置されているので、スピーカグリル１５０の突
起部５６をねじれ変形させる際に取付け穴４４、４６及びその周辺に加わる応力に対する
強度を高めて部品の破損を防止することができる。また、取付け穴４４、４６の内面積を
増加させることができるので、スピーカグリル１５０の突起部５６との間に介在する弾性
部材５８を介して広範囲で密着して取付け穴４４が略完全に塞がれ、音響空間からの音や
空気漏れ、スピーカグリル１５０との間の振動音（ビビリ音）の発生を良好に防止するこ
とができる。
【００３８】
　＜電子鍵盤楽器の組付け方法＞
　次に、上述した構成を有する電子鍵盤楽器の組付け方法について説明する。ここでは、
上述した電子鍵盤楽器における組付け方法に加え、本実施形態に特有の音響空間の密閉構
造についても説明する。
【００３９】
　図７～図１０は、本実施形態に係る電子鍵盤楽器の組付け方法の一例を示す概略図であ
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る。ここで、図７、図８は、スピーカパネルへのスピーカの組付け方法を示す概略図であ
り、図９、図１０は、スピーカパネルへのスピーカグリルの組付け方法を示す概略図であ
る。また、図１１は、本実施形態に係る電子鍵盤楽器の基体ケースに適用されるパッキン
の一例を示す概略図であり、図１２は、本実施形態に係る電子鍵盤楽器において画定され
る音響空間を示す概略図である。図１３は、本実施形態に係る電子鍵盤楽器のスピーカパ
ネルのケース構造の一例を示す概略図であり、図１４は、本実施形態に係る電子鍵盤楽器
の組付け状態における密閉構造の例を示す概略図である。
【００４０】
　本実施形態に係る電子鍵盤楽器の組み付け方法は、まず、 図７（ａ）、（ｂ）に示す
ように、スピーカパネル１４０内のスピーカ搭載部にスピーカ１３０を実装しネジ固定す
る。次いで、図８に示すように、スピーカ１３０が取り付けられたスピーカパネル１４０
の上面側（発音面側）にスピーカカバー５０をネジ固定する。
【００４１】
　次いで、図９（ａ）、（ｂ）に示すように、スピーカグリル１５０の外周部５４の端辺
部５４ａを、スピーカパネル１４０の上面側に設けられた線状溝３６に嵌合するように落
とし込むことにより、スピーカパネル１４０に対するスピーカグリル１５０の取付け位置
を決定するとともに、外周部５４に突出する突起部５６を線状溝３６内部に設けられた取
付け穴４４、４６に挿入する。次いで、図１０（ａ）、（ｂ）に示すように、スピーカパ
ネル１４０内部において穴リブ４８を有する取付け穴４４、又は、肉厚の部材に設けられ
た取付け穴４４から露出した突起部５６に、弾性部材５８を差し込んで装着する。このと
き、取付け穴４４と突起部５６との間に弾性部材５８が介在するように突起部５６に弾性
部材５８を装着する。次いで、図５（ｃ）に示したように、スピーカパネル１４０の内部
に露出した突起部５６の先端側をねじれ変形させることにより、スピーカグリル１５０を
スピーカパネル１４０に係止して取付け固定するとともに、取付け穴４４内部で弾性部材
５８を変形させて貫通孔である取付け穴４４を塞ぐ。
【００４２】
　次いで、スピーカ１３０やスピーカグリル１５０が組み付けられたスピーカパネル１４
０を、基体ケース１２０の後側部の左右両端部に取り付ける。このとき、スピーカパネル
１４０内のパネル側密閉枠状部４２が、図１１（ａ）、（ｂ）に示すように、基体ケース
１２０内の基体側密閉枠状部２４の上端部に連続して設けられたパッキン１２を介して、
基体側密閉枠状部２４に密着することにより、図１２に示すように、基体ケース１２０の
基体側密閉枠状部２４とスピーカパネル１４０のパネル側密閉枠状部４２とにより取り囲
まれた空間（図中太線内）が密閉されて音響空間１０として画定される。
【００４３】
　このようにして画定された音響空間１０においては、上述したように音響空間に貫通す
るようにスピーカグリルの取付け穴を設けた場合であっても、取付け穴を弾性部材により
塞いで、音響空間からの音や空気の漏れ、振動音（ビビリ音）の発生を防止して密閉性を
確保することができる。したがって、スピーカパネルの内部に設けられたスピーカから放
出された音波を密閉された音響空間内で良好に反響させて音質の改善を図ることができる
とともに、スピーカグリルの取付け領域を縮小して電子鍵盤楽器の楽器ケースの小型化に
寄与することができる。
【００４４】
　なお、上述した電子鍵盤楽器の組付け方法においては、スピーカグリル１５０の突起部
５６をスピーカパネル１４０の取付け穴４４に挿入した後に、突起部５６に弾性部材５８
を装着してねじれ変形させる場合について説明したが、本発明はこれに限定されるもので
はない。すなわち、スピーカグリル１５０の突起部５６がスピーカパネル１４０の取付け
穴４４に挿入された時点（つまり、ねじれ変形を行う直前の時点）で、取付け穴４４と突
起部５６との間に弾性部材５８が介在していればよい。したがって、例えば図６（ａ）や
（ｃ）に示したような弾性部材５８を、スピーカグリル１５０の突起部５６に装着した後
に、スピーカグリル１５０の突起部５６をスピーカパネル１４０の取付け穴４４に挿入し
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突起部５６の先端側をねじれ変形させるものであってもよい。また、スピーカパネル１４
０の取付け穴４４に、例えば図６（ｂ）に示したような基部がフランジ状や鍔状に張り出
した形状を有する弾性部材５８を挿入した後に、スピーカグリル１５０の突起部５６を取
付け穴４４に挿入するものであってもよい。
【００４５】
　＜密閉構造の具体例＞
　次に、上述した電子鍵盤楽器に適用される音響空間の密閉構造の具体例について説明す
る。
　図１３は、本実施形態に係る電子鍵盤楽器に適用されるスピーカパネルの要部を示す概
略図であり、図１４は、本実施形態に係る電子鍵盤楽器に適用される密閉構造の要部を示
す概略図である。
【００４６】
　上述したように、本実施形態に適用される密閉構造においては、図１１（ｂ）に示した
ように、基体ケース１２０内の基体側密閉枠状部２４の上端部に連続して設けられたパッ
キン１２に、スピーカパネル１４０内のパネル側密閉枠状部４２が密着することにより、
図１２に示したように、基体ケース１２０の基体側密閉枠状部２４とスピーカパネル１４
０のパネル側密閉枠状部４２とにより取り囲まれた空間が密閉されて音響空間１０として
画定される。
【００４７】
　すなわち、基体側密閉枠状部２４の上端部に設けられたパッキン１２に対して、パネル
側密閉枠状部４２が均一に密着する形状を有している場合には音響空間１０の密閉性が十
分確保されるが、例えば製品のデザインや内部に設けられる部材のレイアウト、金型成形
技術上の制約等に起因して、基体側密閉枠状部２４の上端部のパッキン１２に対して良好
に密着する形状のパネル側密閉枠状部４２を実現できない場合もある。ここでは、説明を
簡単にするために、スピーカパネル１４０が基体ケース１２０の外形形状よりも若干大き
く設計され、基体ケース１２０にスピーカパネル１４０を組み付けた状態で、特にケース
角部において基体ケース１２０の外縁部に対して、スピーカパネル１４０が外方に庇状に
張り出した構成を有している場合について説明する。
【００４８】
　本実施形態においては、図１３（ａ）、（ｂ）に示すように、スピーカパネル１４０の
パネル側密閉枠状部４２の外周側枠部４２ａの角部近傍（Ｂ部詳細）にコーナーリブ１４
が設けられている。コーナーリブ１４は、スピーカパネル１４０の図面下方の底面（スピ
ーカ１３０の取付け面、又は、スピーカグリル１５０の取付け面の裏面に相当する）から
図面上方（開放端方向）に向かって、外周側枠部４２ａに略並行に独立して延在し、図面
上方から矢視した場合の平面形状が円弧状又は緩やかな曲線状を有している。一方、外周
側枠部４２ａの角部は略直角に平面が屈折する形状を有している。
【００４９】
　また、コーナーリブ１４は、図１３（ｂ）に示すように、円弧状の平面形状の両端部に
、コーナーリブ１４の構造強度を高めるために外周側枠部４２ａに略直角に接続された補
強リブ１６ａ、１６ｂを有するものであってもよい。これらのコーナーリブ１４や補強リ
ブ１６ａ、１６ｂは、スピーカパネル１４０を樹脂成形する場合には、外周側枠部４２ａ
や底面等の他の部材と一体的に形成される。
【００５０】
　ここで、コーナーリブ１４に補強リブ１６ａ、１６ｂを設ける場合には、図１３（ｂ）
に示すように、コーナーリブ１４の外周面側（外周側枠部４２ａに対向する面側）の補強
リブ１６ａ、１６ｂの上部に、パッキン１２を挟み込むための、又は、パッキン１２の外
周に密着するための切り欠き部１８が設けられている。
【００５１】
　なお、図１３（ｂ）において、補強リブ１６ｂは、外周側枠部４２ａの角部近傍に設け
られたパネル取付けボス３８に近接する補強リブ４０と共用された構成を有している。ま
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た、補強リブは、コーナーリブ１４と外周側枠部４２ａとを接続するものに限らず、他の
形態を有するものであってもよい。例えば、コーナーリブ１４の近傍にパネル取付けボス
３８やその補強リブ４０が独立して設けられているものであってもよい。
【００５２】
　このような構成を有する電子鍵盤楽器においては、上述した組付け方法のように基体ケ
ース１２０にスピーカパネル１４０を取り付ける際に、上記コーナーリブ１４が設けられ
たパネル側密閉枠状部４２の角部においては、図１４（ａ）に示すように、基体ケース１
２０内の基体側密閉枠状部２４の上端部に設けられたパッキン１２に対して、コーナーリ
ブ１４の外周面側が密着するように接触する。すなわち、スピーカパネル１４０の角部に
おいては、基体ケース１２０内の基体側密閉枠状部２４の内面側に対して、コーナーリブ
１４の外周面側がパッキン１２を介して密着している。
【００５３】
　一方、パネル側密閉枠状部４２の角部以外の直線部においては、図１４（ｂ）に示すよ
うに、基体側密閉枠状部２４のパッキン１２に対して、パネル側密閉枠状部４２の内面側
が密着するように接触する。或いは、図１４（ｃ）に示すように、基体側密閉枠状部２４
のパッキン１２に対して、パネル側密閉枠状部４２の端部（図面下端部）が密着するよう
に接触する。すなわち、スピーカパネル１４０の（コーナーリブ１４が設けられている）
角部以外においては、基体ケース１２０内の基体側密閉枠状部２４の外面側に対して、ス
ピーカパネル１４０のパネル側密閉枠状部４２の内面側がパッキン１２を介して密着して
いる。或いは、基体側密閉枠状部２４の上端部に対して、スピーカパネル１４０のパネル
側密閉枠状部４２の下端部がパッキン１２を介して密着している。
【００５４】
　このように、いずれの組付け状態においても、スピーカパネル１４０のコーナーリブ１
４又はパネル側密閉枠状部４２と、基体ケース１２０内の基体側密閉枠状部２４とが、パ
ッキン１２を挟み込む形で密着していることにより、音響空間１０の音や空気の漏れを防
止して密閉性を確保することができる。また、コーナーリブ１４と一体的に、又は、近接
して補強リブを設けることにより、構造強度を高めて音響空間１０の密閉性をさらに向上
させることができる。
【００５５】
　なお、上述した実施形態においては、本発明に係る機器ケースを備えた音響機器の一例
として、電子鍵盤楽器（電子キーボード）を示して説明したが、これに限定されるもので
はなく、電子楽器の他、スピーカ単体やオーディオ装置等に適用するものであってもよい
。
【００５６】
　以上、本発明のいくつかの実施形態について説明したが、本発明は、上述した実施形態
に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲とを含む
ものである。
　以下に、本願出願の当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
【００５７】
　（付記）
　［１］
　内部に設けられた音響空間内に繋がる貫通孔を有する本体ケースと、
　突起部を有し、前記突起部が前記貫通孔に挿入されて前記本体ケースに取り付けられて
いるカバー部材と、
　前記突起部と前記貫通孔との隙間を埋めている弾性部材と、
　を備え、
　前記音響空間内で前記突起部及び前記弾性部材がねじれていることにより、前記本体ケ
ースに前記カバー部材が係止されていることを特徴とする音響機器。
【００５８】
　［２］



(12) JP 2019-117290 A 2019.7.18

10

20

30

40

50

　前記本体ケースは、前記貫通孔の周囲に前記突起部が挿入されている方向に突出する肉
厚部を有し、
　前記突起部及び前記弾性部材は、前記肉厚部内でねじれていることを特徴とする［１］
に記載の音響機器。
【００５９】
　［３］
　前記カバー部材は、外周に前記突起部を複数有し、
　前記本体ケースは、外側に前記外周の形状に応じた溝を有し、
　前記貫通孔は、前記溝の内部に複数設けられていることを特徴とする［１］又は［２］
に記載の音響機器。
【００６０】
　［４］
　前記突起部は、前記ねじれている状態からねじれていない状態にねじり戻すことができ
ることを特徴とする［１］乃至［３］のいずれかに記載の音響機器。
【００６１】
　［５］
　前記本体ケースは、内部に前記本体ケースの筐体強度を保持するための支持部材を有し
、
　前記貫通孔は、前記支持部材に近接して配置されていることを特徴とする［１］乃至［
４］のいずれかに記載の音響機器。
【００６２】
　［６］
　前記本体ケースの内部に発音部、を有し、
　前記音響空間は、前記発音部から放出された音波が反響する空間であることを特徴とす
る［１］乃至［５］のいずれかに記載の音響機器。
【００６３】
　［７］
　前記本体ケースは、内側の角部が第１形状を有する第１筺体と、内側の角部に前記第１
形状に応じた形状のコーナーリブ部材を有する第２筺体と、を備え、
　前記第１筺体の内側の角部により前記第２筺体の前記コーナーリブ部材の外側を密着さ
せることにより、前記コーナーリブ部材の内側に前記音響空間が設けられていることを特
徴とする［１］乃至［６］のいずれかに記載の音響機器。
【００６４】
　［８］
　前記本体ケースは、前記音響空間の境界に沿って前記第１筐体及び前記第２筐体に密着
するように連続的に設けられた第２の弾性部材を有していることを特徴とする［７］に記
載の音響機器。
【００６５】
　［９］
　音高を指定するための操作子と、
　前記操作子の操作に応じて発音部が発音した音が響く音響空間内に繋がる貫通孔を有す
る本体ケースと、
　突起部を有し、前記突起部が前記貫通孔に挿入されて前記本体ケースに取り付けられて
いるカバー部材と、
　前記突起部と前記貫通孔との隙間を埋めている弾性部材と、
　を備え、
　前記音響空間内で前記突起部及び前記弾性部材がねじれていることにより、前記本体ケ
ースに前記カバー部材が係止されていることを特徴とする電子楽器。
【符号の説明】
【００６６】
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１０　　　音響空間
１２　　　パッキン（第２の弾性部材）
１４　　　コーナーリブ（コーナーリブ部材）
１６ａ、１６ｂ　　補強リブ
２４　　　基体側密閉枠状部
２４ａ　　外周側枠部
２４ｂ　　内部側枠部
３６　　　線状溝（溝）
４０　　　補強リブ（支持部材）
４２　　　パネル側密閉枠状部
４２ａ　　外周側枠部
４２ｂ　　内部側枠部
４４、４６　　取付け穴（貫通孔）
４８　　　穴リブ（肉厚部）
５６　　　突起部
５８　　　弾性部材
１００　　電子鍵盤楽器
１２０　　基体ケース（第１筺体）
１３０　　スピーカ（発音部）
１４０　　スピーカパネル（本体ケース、第２筺体）
１５０　　スピーカグリル（カバー部材）

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings

